
地方交付税法等の一部を改正する法律案の概要

（令和２年度当初予算関連法案）

施行期日 令和２年４月１日

Ⅰ 一般財源総額及び地方交付税総額の確保と算定内容の改正（通常収支分）

復旧・復興事業の地方負担分、地方税の減収分等を措置するため、
震災復興特別交付税を３，７４２億円確保

※ 令和２年度に確保する額 ：３,４２３億円

令和元年度に確保した額のうち令和２年度活用分 ： ３１９億円

○ 令和２年度の普通交付税の算定の基礎となる単位費用の額等を改正

Ⅱ 震災復興特別交付税の確保（東日本大震災分）

【地方交付税法、特別会計に関する法律、地方財政法】

区分 令和２年度 令和元年度 増減額

一般財源（地方税＋地方交付税等） ６３兆４，３１８億円 ６２兆７，０７２億円 ＋７，２４６億円

うち地方交付税 １６兆５，８８２億円 １６兆１，８０９億円 ＋４，０７３億円

臨時財政対策債 ３兆1，３９８億円 ３兆２，５６８億円 ▲１，１７１億円

（１）一般財源総額及び地方交付税総額の確保

（３）普通交付税の算定内容の改正

○ 地方交付税総額について、１６．６兆円を確保

（主な措置）
・ 国の一般会計からの法定加算等 ５，１８７億円
・ 交付税特別会計剰余金の活用 １，０００億円

【地方交付税法】

（１）河川等の浚渫等について、地方債の特例措置を創設

（２）公営競技納付金制度(※)を令和７年度まで延長

（※）公営競技施行団体が、偏在する収益の全国的な均てん化のため、地方公共団体金融機構に

対し、収益の一部を地方公共団体向け貸付金の金利を引き下げる資金として納付する制度

Ⅲ その他

【地方財政法】

（２）地方法人課税の偏在是正措置による財源を活用して、地域社会の維持・
再生に取り組むための経費を地方財政計画に4,200億円計上したことに伴い、
当該経費を算定するため、「地域社会再生事業費」を創設

○ 財源不足額を国と地方が折半して補塡するルールを令和４年度まで３年間延長

※ 令和２年度においては、折半対象財源不足は生じていない。




